
政令で定める
事業等

（別表参考）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２７年度に実施する事業等の内容

近江八幡市 Ｈ 市 H26～28
地域間交流の促進にかかる事業
『島独自の地域資源を活かし、新商品の開発、漁師学校の創設、体験型観光の産
業化等によって新たな魅力を創出し、島外地域との交流の促進を図る。』

・島内の空き家改修による定住希望者の募集
・地元産品の商品化に向けた事業の実施

近江八幡市 J
市

H26～28

沖島の振興に寄与する人材の確保および育成にかかる事業
『産業の振興によって雇用機会の拡充を図るとともに、観光の開発、地域間交流の
促進によって交流人口を増やし、これからの島づくりに携わる人材の確保・育成を図
る。』

・漁業体験活動の実施

沖島 沖島
3年

（H26～28）

計画期間

事業計画のうちＨ２７に実施するものの公表

対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

対象指定
地域


